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【申請に関すること】 

 

Q1：前回の定期申請の入力したデータは残っているのでしょうか。 

また、資格申請 IDは次回の継続申請の時も使えるでしょうか。 

A1：前回申請のある方は継続申請となり、前回入力した情報が反映された状態から進みま

す。資格申請 IDについても、次回申請でも使用しますので大事に保管してくださ

い。 

 

Q2：資格申請システムの受付期間の締め切りとは別に書類郵送の締め切り期間も設けられ

ているのでしょうか。 

A2：送付する書類は受付期間最終日の到着か、郵便又は信書便で送付され受付期間最終日

までの消印（発送）日があるもののみ受付期間最終日を過ぎて到着しても有効としま

す。 

 

Q3：「共通審査自治体から担当者にメールが届く」とのことですが、共通審査自治体から

の「申請受付・受理完了」のメールは提出先の自治体数に係わらず、各１通、「認定

完了メールについては複数の自治体からメールが送られてくると解釈してよいでしょ

うか。 

A3：その認識で問題ありません。 

 

Q4：継続申請時は、申請業者は利用者登録番号が入力されていましたが、今回は消えてい

るので、利用者登録番号を控えておく必要があるということですか。 

A4：新規・継続申請ともに利用者登録番号は空白となっていますので、入力が必要となり

ます。前回申請時に登録されている利用者登録番号を入力することになります。 

 

Q5：島根県入札資格申請の要件として、経営事項審査で年間平均完工高が０（ゼロ）でも

良いでしょうか。その場合、施工実績もない時は、施工実績証明書の提出は不要です

か。 

A5：経営事項審査を受けられた工種のうち、年間平均完工高が０（ゼロ）の工種を希望す

る場合は、施工実績証明書の提出が必須となります。 

 

Q6：県外業務において、測量を希望したいが、本社（店）の測量業者登録のみでは営業所

を委任先として申請できないですか。 

A6：委任先営業所としては申請できませんが、委任をせず、本社（店）での申請は可能で

す。 
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Q7：委任先営業所を登録したい場合に条件はありますか。 

A7：工事の場合、委任先営業所等で申請する工種について、その委任先が建設業許可をも

っている必要があります。 

業務の場合、委任先営業所等で申請する業務が測量一般であるときは、その委任先も

測量法の規定による登録を受けている必要があります。 

また、委任先営業所等で申請する業務が建築一般であるときは、その委任先も建築士

法の規定による登録を受けている必要がります。 

 

【資格申請システムに関すること】 

 

Q1：工事で申請後、最新の経営事項審査結果を受け取った後、建設業許可番号や商号が変更

となった場合、システムに登録する建設業許可番号や商号はどうすれば良いでしょう

か。 

A1：定期申請において 12月までの経営事項審査の結果がシステムに連携されます。今回の

場合、12 月までのところで受けた経営事項審査の許可番号・商号名で申請をしてくだ

さい。変更後の情報については、4月になってから変更申請を行ってください。 

 

Q2：資格申請システムの利用時間を教えてください。 

A2：資格申請システムの稼働時間は平日 8:00～23:00とします。土日、祝日、12月 29日～

1月 3日は稼働しませんので、ご注意ください。 

 

Q3：工事・業務など複数の項目で登録する場合、パスワードは共通でも問題ないでしょうか。 

A3：パスワードは共通のもので登録可能です。 

 

Q4：予備登録の途中で一時中断をせずにブラウザを終了し、再度予備登録を申請することが

できるのでしょうか。 

A4：予備登録には一時保存はありません。予備登録を行うときは途中中断はできません。中

断した場合、最初から予備登録となります。 

 

Q5：資格を希望する自治体を業種ごとに全て先ず予備登録から始めて、ID とパスワードを

入手する必要があるのでしょうか。 

A5：島根県及び市町に申請する場合でも予備登録は１つでお願いします。工事、業務と２つ

の申請をする場合は、工事と業務それぞれ１つずつ予備登録をお願いします。 
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A6：マニュアルには、資格申請パスワード欄に”（予備登録時に入力されたパスワードで 

す）” との記載がありましたが、実際もそのような記載となっているのでしょうか。 

それとも、予備登録時に入力したパスワードの数字やアルファベットが表示されてい 

るのでしょうか。 

A6：セキュリティ上パスワードをメールで通知することはありません。パスワードの欄に

「予備登録時に入力されたパスワードです」と記述されたメールが届きます。予備登録

時のパスワード画面を印刷等で保管することをおすすめします。 

 

Q7：行政書士が、各会社の予備登録を行っても問題ないでしょうか。予備登録のメールアド

レスは、行政書士で行い、本登録で担当者メールを各会社のものに変更するということ

で対応で問題ないでしょうか。 

A7：問題ありません。 

 

Q8：複数の団体へ申請する際に、個別情報一覧画面で１市町のみ登録し、他の市町の登録は

後日行いたいが、一時保存を押しても一時保存されない。 

A8：個別情報一覧に表示している全ての団体の入力状態が「入力済」にならないと一時保存

ができません。各自治体の個別情報登録画面で何か１つダミーを入力して登録し、全て

「入力済」とすると一時保存が可能となりますので、一時保存をしたい場合は上記の対

応をお願いします。ダミーで入力した項目は、申請を完了しない限りは修正ができます

ので、後日修正をお願いします。 

 

Q9：個別情報登録画面でコピーボタンがあるが、島根県で登録した内容を松江市へコピーし 

たいため、コピーを選択するが、何も表示されません。 

A9：個別情報登録画面のコピー機能は同一自治体で複数営業所を登録するときに同じ内容

を入力するときに使用するボタンとなります。他自治体へのコピーはできません。 

 

Q10：添付ファイルアップロードしたが、資料を修正したので、再度添付ファイルをアップ 

ロードしたいのですがどうしたらよいでしょうか。 

A10：添付ファイルアップロード画面で再度参照ボタンを選択しアップロードしてください。

添付ファイルが上書きされます。 
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【記入方法に関すること】 

 

Q1：工事の個別情報画面で、実績等に何を入力するのか、分かりません。 

A1：実績等の欄については、各自治体で入力内容が違いますので、「手引き（個別情報編）」

を必ずご確認のうえ、説明の内容に合うものを入力してください。 

  島根県の場合は、希望する工事種別の実績等の欄は「〇（マル）」のみ入力してくださ

い。 

 

Q2：業者基本情報画面で必要事項を入力し、次へボタンを押下後、「許可番号が正しい 

か、商号又は名称が経営事項審査で登録したものと一致しているか確認してください。」

とメッセージが表示されます。 

A2：商号又は名称欄は、経営事項審査結果通知書の商号・名称と一致している必要がありま

すので、入力された内容と経営事項審査結果通知書をご確認のうえ、入力してください。 

上記の問題で無ければ、申請時点で有効な経営事項審査結果がシステムに反映されて

いないことになります。お手数ですが、土木総務課建設産業対策室までお問い合わせく

ださい。（一度取得登録したＩＤ・パスワードは有効です。） 

 

Q3：担当者・行政書士情報画面に、担当者を入力する際に、手引き（操作マニュアル編） 

では、営業担当者を入力するようになっているが、営業ではない申請担当者の情報 

で良いでしょうか。 

A3：申請内容の問い合わせ等を行うこともありますので、実際に申請する方の情報を入力し

てください。 

 

Q4：委任する営業所の代表者役職名を入力しようとしても、８文字しか入力できません。 

A4：システムの仕様上、８文字しか入力できません。 

営業所の代表者役職名の欄には、最初からの８文字を入力し、営業所情報の備考欄（最

下段）に正しい代表者役職名の全文字分を入力してください。 

 例：「取締役常務執行役員支社長」 

→営業所の代表者役職名欄：取締役常務執行役 

   営業所情報の備考欄   ： 取締役常務執行役員支社長 

 

Q5：申請先自治体別営業所選択画面から次へをクリックしても、「委任先として選択されて

いない営業所があります。」というエラーにより、次の画面へ進めません。 

A5：委任先営業所として選択しない（チェックを入れない）営業所が存在します。営業所情

報画面まで戻り、委任先営業所として選択しない営業所を削除してください。（営業所

情報画面では、委任しない営業所情報を登録しないでください。） 
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Q6：「利用者登録番号入力」について ICカード更新の際、島根県の更新作業を実施、その他

自治体は未実施のため、以前の登録情報がリセットされた。利用者登録番号の通知がき

ていても未登録の自治体については「利用者登録番号」欄は未入力でよいでしょうか。 

A6：以前の登録番号が利用可能かどうかは各自治体の判断になります。利用者登録番号の通

知を受けている方は、電子入札システムが未登録でも、資格申請システムの「利用者登

録番号」欄には必ず入力してください。 

 

Q7：利用者番号を付番されていない自治体についての利用者登録番号は未入力でよいでし

ょうか。 

A7：前回名簿で付番されていないのであれば記入する必要はありません。 

 

Q8：電子入札に登録しているメールアドレスと入札参加資格申請に登録するメールアドレ

スは異なっていてもよいのでしょうか。 

A8：電子入札システムと資格申請システムのメールアドレスは異なっていても問題ありま

せん。資格申請システムメールアドレスは資格申請のみで使用するメールアドレスと

なります。電子入札システムのメールアドレスは電子入札システムの利用者変更から

メールアドレス変更しないかぎり変更されることはありません。 

 

Q9：一時保存を押さずに次に進んでも内容は保存されているでしょうか。 

A9：一時保存は登録内容を保存して最初の画面に戻るという機能です。次へを押下しても内

容は保存されます。 

 

Q10：個別情報入力で誤りがあった場合にはエラーが表示されるのでしょうか。 

A10：「必須項目等で入力されていない」、「全角半角の間違い」等はエラーとなります。 

  それ以外はエラーが出ないため、間違った内容を入力されるとそのまま認定される可

能性もあります。 

 

Q11：営業所なしでよいでしょうか。（本社のみ）。 

A11：営業所の登録なしで構いません。 

 

Q12：技術者の数はいつ時点でしょうか。 

A12：申請日時点（R6.11.1）の人数となります。 

 

Q13：代表者の役職について取締役・報酬役員・執行役・代表執行役とそれぞれ登記されて

ます。この場合、代表執行役社長とシステムへ入力してもよいでしょうか。 

A13：通常、入札契約時に使用される役職名を入力してください。 
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Q14：技術者数の人数は一人で複数の資格を持っている場合カウントしてもいいのでしょう 

か（１級、２級両方持っている場合）（土木一式ととび土工） 

A14：同一種類の資格を持っている場合は、上位のものを入力してください。 

同一種類ではない資格の場合は、それぞれ取得人数加算してください。 

 

Q15：外字等で置き換えた時、わかるようにする必要はないのでしょうか。 

A15：送付される登記事項証明書により確認しますが、備考欄に「○△の〇は略字で入力」

等記入してください。 

 

Q16：「ISO認証取得情報」欄について、ISO9000は建築・土木と別々に取得してますが、ど

ちらかは備考欄に記載すればよいでしょうか。 

A16：システムには、取得しているもののうち申請日以降で最も有効期間の長い証明書の情

報を入力してください。共通添付書類には取得している全ての認証の写しを添付願い

ます。 

 

Q17：ISO 認証取得状況について、一部の営業所で ISO を取得していないところがあるため

経審では「無」となっていますが、本社や委任先は ISOを持っています。「有」で申請

してもよいでしょうか。また、当社では登録活動範囲をいくつかに分けて ISOを取得し

ているため、証明書を複数持っている。 

この場合の入力等はどのようにすればよいでしょうか。 

A17：システムには、取得しているもののうち申請日以降で最も有効期間の長い証明書の情

報を入力してください。共通添付書類には取得している全ての認証の写しを添付願い

ます。 

 

Q18：登録を受けている事業の中で計量証明書事業者でありますが、登録の区分が”濃度”、 

”音圧レベル”、”振動加速度レベル”、”特定濃度”と登録されていますが、登録の場合

はどのように行ったらよいでしょうか。 

A18：登録を受けている事業として計量証明登録業者を上段に２つ設けます。 

２つ以上ある場合は、残りを下段に事業名から入力し登録願います。 

 

Q19：業者基本情報のその他欄の障害者数と職員総数について、どの人数を入力するのでし

ょうか。 

A19：障害者雇用義務の有無に係わらず、雇用している障害者数及び職員総数を入力してく

ださい。職員総数については、補正等を行わず雇用数をそのまま入力してください。 

障害者数については、重度障害者が常時勤務をされている場合、２名とカウントするな

ど補正した人数を入力されて構いません。 
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【添付書類及び添付ファイルに関すること】 

 

Q1：アップロードファイルはワード形式かエクセル形式のみとなっているが PDF 形式で添

付したい場合どうすればよいか。 

A1：システム上、PDF形式のファイルをアップロードできます。どうしても PDF形式のデ 

ータしか準備できない場合は PDF形式でアップロードしてください。ただし、役員名簿

だけはエクセル形式が必須となります。 

 

Q2：添付ファイルは圧縮した状態でアップロードしてもよいのでしょうか。 

A2：圧縮ファイルも添付可能です。 

 

Q3：申請の際の添付ファイルの名前の付け方のルールはないのでしょうか。 

A3：禁則文字以外で作成をお願いします。操作マニュアルに添付ファイル名称の統一ルール

を記載していますので、ルールに従ってファイルに名前を付けてください 

【統一ルール】◯×建設(株)＿ファイル名称 

 

Q4：ファイルサイズの上限は合計 50MBなのか、単一で 50MBなのでしょうか。 

A4：１つのファイルで 50MBまでとなっております。 

 

Q5：添付できる資料は押印の無い実績調書、技術者経歴でしょうか。 

A5：アップロード画面で添付を行うファイルは、手引き（共通編：工事）をご確認ください。 

 

Q6：添付書類の綴り方や送付先について、どのように提出すれば良いですか。 

A6：提出先は、すべて土木総務課建設産業対策室が提出先となります。綴り方については、

共通審査団体が島根県の場合は、個別添付書類と一緒に市販のＡ４版ファイル（工事：

Ａ４版ファイル（黄色）、業務：Ａ４版ファイル（ピンク色））に綴じて、表紙及び背表

紙に会社名を記入し、、共通添付書類をファイルの上側に綴じて、提出してください。 

なお、提出方法については、各自治体の作成する手引き個別編をご確認ください。 

 

Q7：郵便は普通郵便でしょうか、それとも配達記録の様な郵送でも良いですか。 

A7：特に指定はありません。 

 

Q8：データアップロードをＥｘｃｅｌ形式で提出する場合、シートは複数になっても良いで

すか。 

A8：シートは複数になっても構いません。 
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Q9：法面処理工事に関する確認書類について、県外業者は特別点の加点がないため、施工機

械の確認書類は各１台ずつの提出で良いですか。 

A9：県外業者の保有台数が複数台の場合の確認書類は、該当する機械につき１台分の提出で

構いません。 

 

Q10：データアップロードをＥｘｃｅｌ形式で提出する場合、バージョンは拡張子.xlsx よ

り古い「.xls」でも良いですか。 

A10：問題ありません。 

 

Q11：建築コンサルタント業務を希望する場合、ＣＰＤ取得単位数確認資料が必要となるが、

様式第６号の代わりに、（一社）島根県建築士会が発行する「建築士会継続能力開発（Ｃ

ＰＤ）実績証明書」でも良いですか。 

A11：実績証明書で構いませんが、併せて、取得単位数一覧表（様式第６号のその２）の提

出は必要となります。 

  

Q12：「その他業務」について、共通添付書類の測量等実績調書及び資格申請システムの測量

等実績高では６つの区分（測量、土木関係建設コンサルタント、地質調査、補償コンサ

ルタント、建築コンサルタント、その他）に分類している一方で、「その他業務」は土

木関係建設コンサルタントに含まれている。「その他業務」の実績高を土木関係建設コ

ンサルタントに含めるのが正しいですか。 

A12：島根県の場合、発注業務における工種または営業品目において、「その他業務」を土木

関係建設コンサルタントに分類している都合上、業種については５つの区分となりま

す。実績調書及び実績高については、お手数ですが、６つの区分別にそれぞれ作成・入

力をお願いします。 

 

Q13：データアップロードでの提出となる、役員等名簿には会社印の押印は必要ないです 

か。 

A13：共通添付書類はすべて押印不要です。 

 

Q14：工事経歴書について、変更届出書で提出したものを税込みに直す必要がありますか。 

A14：工事経歴書は変更届のもので構いません。また、請負額を税込みに直す必要はありま 

せん。 

 

Q15：消費税及び地方消費税の納税証明書は「その３の２」又は「その３の３」でもよいか。 

A15：問題ありません。 
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【特別点（主観）に関すること】 

 

Q1：労働安全講習受講実績報告書について、研修を受講した者が、申請日時点で退職してい

ても加点対象となりますか。 

A1：申請日時点で退職されている方の受講実績は加点対象とはなりません。 

 

Q2：学校支援企業等について、１年だけでも実施していれば評価されますか。 

A2：３年間のうち、１回でも実績があれば加点対象となります。 

 

Q3：プレミアムこっころカンパニー知事表彰について、加点対象となる年度はいつになりま 

すか。 

A3：Ｒ３～５年度の知事表彰受賞企業が加点対象となります。 

 

Q4：安全衛生教育研修の受講は１講座、１名受講につき２点（最大１０点）となっている 

が、どのように加点されますか。 

A4：１人で５講座を受講しても１０点ですし、５人で１講座を受講しても１０点となります。 

但し、指定の８講座のみが、加点の対象講座となります。 

 

Q5：ハートフルしまねの創設前に河川愛護団体に登録しているが、加点対象となりますか。 

A5：ハートフルロード、河川愛護団体等が統合拡充されて、H22.4.1から「ハートフルしま

ね」が創設されていますが、それ以前に認定された団体も「ハートフルしまね」に認定

されているとみなしますので、各団体の認定証の写しを提出してください。 

なお、加点には、どの団体の認定であっても過去３年間に「ハートフルしまね」として

の美化活動または草刈活動を２回以上（道路の美化活動のみは４回以上）の活動実績が

必要です。 

 

Q6：防災対策の加点について、上限は３０点ですか。 

A6：４項目のうち、どの組み合わせで申請されても、上限は３０点となります。したがって、

県と協定（防災協定・家畜伝染病防疫対策協定）を締結している団体に両方加盟してい

れば、最大加点３０点を受けられます。 

 

Q7：雇用の確保について、新たな資格を取得した場合に加点とあるが、雇用年月日が前々回

の定期申請で加点されたものが、新たな資格を取得した場合に加点対象となりますか。 

A7：①前々回に若年者雇用で加点され、②前回に継続雇用で加点された同一の者が、新たな

資格を取得した場合に加点対象となります。（前々回加点された日から今回申請日まで

の間で取得した資格に限る。） 
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Q8：技術者（技能者）の在籍状況について、アスファルト舗装工事の加点対象として「車 

両系建設機械運転技能講習修了者」とあるが、「小型移動式クレーン運転技能講習」は

対象となりますか。 

A8：アスファルト舗装工事に関する加点であるため、対象は「車両系建設機械（整地・運搬

積込み用及び掘削用）に限ります。 

 

Q9：雇用の確保について、新たな資格を取得した場合に加点とあるが、建設業法に係る主任

技術者になれる資格の一覧表【手引き（個別編：工事）】の中で、資格取得後の実務経

験が必要になる場合、実務経験証明書の提出は必要であるか。 

A9：必要です。島根県ホームページに、実務経験証明書【参考様式】を掲載しましたので、

該当する資格で申請される場合は、実務経験証明書【参考様式】を提出願います。 

 

Q10：CPDSの証明書は年間単位でしか発行されないため今回加点対象の R1.12.1～R6.10.31

といた証明書の発行ができないがどうすればよいか。 

A10：R1.11.1～R6.10.31の期間で発行してもらい、可能な範囲で R1.11.1～R1.11.30の間 

  に取得した単位を合計から引いていただきたいです。（証明書に直接手書きで修正して

いただいて構いません） 

 

Q11：障がい者雇用について、兼業している場合はその従業員の数も含めて計算するのか。 

A11：会社の従業員となるため兼業の従業員も含みます。ただし、除外率については建設業

と兼業で分ける必要があります。（兼業に除外率が設定されていない場合、兼業の従業

員の人数には除外率を掛けない。） 

 

Q12：除雪業務について、令和６年度の契約も対象となているが、契約締結が 11月末ごろと 

なる場合は契約を待ってからしか申請ができないのか。 

A12：除雪業務の加点は令和４～６年度のうち２カ年契約をしていたら最大加点を受けるこ

とができます。その上で、令和６年度の契約書が必要となる場合は、申請書を先に提出

し契約書だけあとで提出することも可能です。 
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【その他に関すること】 

 

Q1：現在、不参加の自治体も参加予定はありますか。 

A1：不参加自治体の今後の参加は未定ですが、参加することも可能性としてはあります。 

 

Q2：受注実績がないと希望できないのでしょうか。 

A2：各自治体の判断になりますので、各自治体の手引きをご確認ください。島根県は申請す

る工事種別の工種に実績がない場合は申請できません。 

 

Q3：本店メールアドレスは何に使われるのでしょうか。（入札の連絡が来るようであれば、 

支社などの TEL、FAX、Eメールを記入したい） 

A3：担当者へのメールが、何かの不具合で不通になった場合、緊急連絡用として情報を入力

願います。入札の連絡は、電子入札システムに登録されたメールアドレスに送信されま

す。 

 

Q4：システムは利用せず紙で申請したいが可能でしょうか。 

A4：やむを得ない事情により、資格申請システムでの申請が困難な場合、資格申請システム

で申請ができる参加自治体のうち、１自治体のみ申請する者に限って紙での申請を認め

る場合があります。（複数の参加自治体へ申請する場合は、紙での申請は認めませんので

ご了承ください。）紙での申請について、申請したい各自治体へお問い合わせのうえ、申

請方法等を確認願います。 

 

Q5：境港管理組合への入札参加資格の申請について、境港管理組合の参加資格申請には、島

根県に提出した写しを添付する必要がありましたが、電子申請の場合、写しに変わるも

のがありますか。（申請受付確認メールで対応できますか。） 

A5：資格申請システムの画面で認定内容（点数、格付等）が確認出来ますので、システムか

ら画面を印刷したものを写しとして提出願います。 

 

Q6：修正指示メールは行政書士のみに届くようにはならないか。 

A6：担当者メールアドレスと行政書士メールアドレスに、メールが送信されます。担当者メ

ールアドレスを行政書士宛にすれば行政書士のみにメールが届きますが、申請内容の

問い合わせ等を行うこともありますので、実際に申請する方の情報を入力してくださ

い。 
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Q7：工事と業務、両方を申請する場合。国税（県税等）の納税証明は別々に原本を送付する

のでしょうか。 

A7：工事、業務は別々の IDを取得することになりますので、別々に送付することになりま

す。なお、証明書は写し可としております。 

 

Q8：経審を１１月に受けるのですが、結果はいつ反映されますか。 

A8：基本的に経審受審月の翌月末には資格申請システムにデータを取り込みますので、１２

月下旬には反映されています。今回は定期申請の年ですので、１２月に経審を受審された

場合は翌月末ではなく、１２月下旬にはシステムに反映します。したがって、１月に入っ

てから新しい経審結果を基に申請してください。 

 

Q9：電子申請で統一されているはずですが、結局、同じような書類を各自治体へ送付してい 

ます。統一を図って頂きたいと思います。 

A9：統一が図れるものは共通添付書類として取り扱っています。各自治体で要求する項目が 

違うため、個別添付書類は各々送付してください。 

 

Q10：申請日とは実際に申請する日ですか、それとも受付を開始する日ですか。 

A10：申請日の基準日は申請開始日（11/1）です。 

審査は基準日に基づいて行いますが、特別点項目において、今からでも認定・登録が可

能であり、申請日時点でその証明が可能であれば加点の対象とします。 

 

Q11：測量業者として登録を受けたばかりですが、予備登録や申請することは出来ますか。 

A11：予備登録は申請期間中でなくても、いつでも可能です。また、申請については実績の

有無に関わらず、測量業者としての登録を受けられていれば可能です。 

 

Q12：再発行した場合はＩＤとパスワードは以前と変わりますか。 

A12：IDの変更はありません。パスワードは以前のものと異なるものが発行されます。メー

ルでパスワードを通知するため、最初のログイン時にパスワード変更を行う必要があ

ります。最初のログイン時のパスワード変更画面での旧パスワードはパスワード再発

行時にメールで通知されたパスワードになります。 

 

 

 

 

 

P.12 


